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臼
津
広
域
連
合
規
約
変
更
の
許
可
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

令
和
四
年
度
県
営
林
産
物
（
間
伐
材
等
）
処
分
事
業
委
託
に
係
る
物
品
売
払
代
金
の
徴
収
事
務
の
委
託
…
一

付
保
義
務
の
発
生
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

県
営
住
宅
等
の
家
賃
及
び
割
増
賃
料
並
び
に
駐
車
場
使
用
料
の
収
納
事
務
の
委
託
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

公

告

競
争
入
札
参
加
者
の
資
格
に
関
す
る
公
示
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

一
般
競
争
入
札
の
実
施
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

令
和
四
年
度
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
の
実
施
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七

総
合
評
価
一
般
競
争
入
札
の
実
施
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八

大
分
県
告
示
第
二
百
十
一
号

臼
津
広
域
連
合
か
ら
申
請
の
あ
っ
た
臼
津
広
域
連
合
規
約
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二

十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
九
十
一
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
四
年
四
月
十
五
日
付
け

で
許
可
し
た
。

令
和
四
年
五
月
六
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
二
百
十
二
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
令
和
四
年
度
県
営
林
産
物
（
間
伐
材
等
）
処
分
事
業
委
託
に
係
る
物
品
売
払
代
金
の
徴
収
事
務
を
委

託
し
た
。

令
和
四
年
五
月
六
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

受
託
者
の
住
所
及
び
名
称

大
分
市
花
園
二
丁
目
六
番
四
十
六
号

公
益
財
団
法
人
森
林
ネ
ッ
ト
お
お
い
た

理
事
長

重

本

悟

二

委
託
期
間

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

大
分
県
告
示
第
二
百
十
三
号

東
中
浦
加
入
区
に
つ
い
て
、
漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
の

二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
審
査
し
た
結
果
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ

た
も
の
と
認
め
る
。

令
和
四
年
五
月
六
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
二
百
十
四
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
都
市

計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
。

令
和
四
年
五
月
六
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

施
行
者
の
名
称

大
分
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

大
分
都
市
計
画
下
水
道
事
業

大
分
市
公
共
下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

変
更
な
し

四

事
業
地

１

収
用
の
部
分

（
稙
田
処
理
区
）

令

和

四

年

第
三
〇
五
号

五

月

六

日

( 金 曜 日 )

目

次

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

㈱
明
文
堂
印
刷

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

大
分
県
報
（
告
示
）

令
和
四
年
五
月
六
日

一



昭
和
四
十
七
年
大
分
県
告
示
第
六
百
九
十
三
号
、
昭
和
五
十
五
年
大
分
県
告
示
第
千
四
百
八
十
七

号
、
昭
和
六
十
年
大
分
県
告
示
第
千
四
十
八
号
、
昭
和
六
十
二
年
大
分
県
告
示
第
千
二
百
七
十
三
号
、

平
成
四
年
大
分
県
告
示
第
六
百
五
十
一
号
、
平
成
七
年
大
分
県
告
示
第
二
百
五
十
四
号
、
平
成
十
一
年

大
分
県
告
示
第
五
百
九
十
六
号
、
平
成
十
二
年
大
分
県
告
示
第
八
百
六
十
八
号
、
平
成
十
四
年
大
分
県

告
示
第
五
百
六
十
六
号
、
平
成
十
七
年
大
分
県
告
示
第
五
十
四
号
、
平
成
十
九
年
大
分
県
告
示
第
五
百

四
号
及
び
平
成
三
十
年
大
分
県
告
示
第
六
百
号
の
事
業
地
の
う
ち
、
大
字
旦
野
原
字
カ
キ
田
、
字
古
堂

原
及
び
字
用
作
の
各
一
部
、
大
字
寒
田
字
迫
ノ
奥
の
全
部
並
び
に
字
赤
迫
、
字
大
久
保
、
字
財
間
及
び

字
竹
ノ
内
迫
ノ
奥
の
各
一
部
並
び
に
大
字
鴛
野
字
門
前
及
び
字
小
園
の
各
一
部
を
削
る
。

（
中
央
処
理
区
）

昭
和
四
十
七
年
大
分
県
告
示
第
六
百
九
十
三
号
、
昭
和
四
十
八
年
大
分
県
告
示
第
百
十
二
号
、
昭
和

五
十
一
年
大
分
県
告
示
第
九
百
六
十
八
号
、
平
成
元
年
大
分
県
告
示
第
千
二
百
八
十
三
号
、
平
成
三
年

大
分
県
告
示
第
千
十
八
号
、
平
成
七
年
大
分
県
告
示
第
二
百
五
十
四
号
、
平
成
十
一
年
大
分
県
告
示
第

五
百
九
十
六
号
、
平
成
十
六
年
大
分
県
告
示
第
百
九
十
九
号
、
平
成
十
八
年
大
分
県
告
示
第
六
百
五

号
、
平
成
十
九
年
大
分
県
告
示
第
五
百
四
号
、
平
成
二
十
四
年
大
分
県
告
示
第
七
百
七
十
一
号
、
平
成

二
十
七
年
大
分
県
告
示
第
四
百
二
十
三
号
、
平
成
三
十
年
大
分
県
告
示
第
六
百
号
、
平
成
三
十
一
年
大

分
県
告
示
第
二
百
四
十
九
号
及
び
令
和
二
年
大
分
県
告
示
第
二
百
八
十
二
号
の
事
業
地
の
う
ち
、
大
字

上
野
字
飯
盛
塚
、
字
大
水
落
、
字
小
水
落
及
び
字
和
平
の
各
一
部
、
大
字
永
興
字
下
大
平
寺
の
全
部
並

び
に
字
上
大
平
寺
、
字
中
ノ
平
、
字
堀
ノ
角
、
字
蛇
堀
上
及
び
字
若
山
の
各
一
部
、
大
字
三
芳
字
市
坊

迫
、
字
後
口
平
、
字
大
野
地
、
字
亀
甲
、
字
ク
ス
神
、
字
栗
山
、
字
笹
原
、
字
塩
俵
、
字
平
、
字
田

平
、
字
辻
、
字
峠
、
字
鳥
越
、
字
中
山
、
字
福
原
及
び
字
山
伏
塚
の
各
一
部
、
大
字
駄
原
字
長
水
村
上

の
全
部
並
び
に
字
片
平
、
字
志
手
堺
、
字
立
ノ
堺
、
字
天
神
平
及
び
字
山
ノ
神
の
各
一
部
、
大
字
荏
隈

字
新
田
及
び
字
町
口
下
の
各
一
部
、
上
野
丘
二
丁
目
の
一
部
、
王
子
山
の
手
町
の
一
部
、
季
の
坂
三
丁

目
の
一
部
、
桜
ケ
丘
の
一
部
、
高
尾
台
二
丁
目
の
一
部
、
高
崎
一
丁
目
の
一
部
、
季
の
坂
一
丁
目
の
一

部
、
高
崎
二
丁
目
の
一
部
、
南
太
平
寺
一
丁
目
の
一
部
、
古
国
府
三
丁
目
の
一
部
並
び
に
南
太
平
寺
四

丁
目
の
一
部
を
削
る
。

（
東
部
処
理
区
）

昭
和
四
十
八
年
大
分
県
告
示
第
百
十
二
号
、
昭
和
六
十
年
大
分
県
告
示
第
千
四
十
八
号
、
平
成
三
年

大
分
県
告
示
第
千
十
八
号
、
平
成
十
一
年
大
分
県
告
示
第
五
百
九
十
六
号
、
平
成
十
四
年
大
分
県
告
示

第
五
百
六
十
六
号
、
平
成
十
七
年
大
分
県
告
示
第
五
十
四
号
、
平
成
二
十
四
年
大
分
県
告
示
第
七
百
七

十
一
号
、
平
成
二
十
七
年
大
分
県
告
示
第
四
百
二
十
三
号
、
平
成
三
十
年
大
分
県
告
示
第
六
百
号
及
び

令
和
三
年
大
分
県
告
示
第
二
百
四
十
三
号
の
事
業
地
の
う
ち
、
大
字
猪
野
字
猪
野
下
、
字
大
北
、
字
大

下
モ
及
び
字
東
中
尾
の
各
一
部
、
大
字
葛
木
字
明
谷
庵
、
字
井
ノ
谷
、
字
大
井
、
字
北
ノ
崎
、
字
北

畠
、
字
瑞
壽
院
、
字
長
溝
、
字
東
表
及
び
字
東
屋
敷
の
各
一
部
、
大
字
小
池
原
字
池
ノ
内
、
字
宇
野

賀
、
字
久
保
辻
、
字
米
竹
、
字
砂
子
、
字
殿
ノ
山
、
字
松
原
及
び
字
安
藏
の
各
一
部
、
大
字
下
郡
字
内

ケ
迫
及
び
字
女
ケ
迫
の
各
一
部
、
大
字
千
歳
字
小
佐
川
の
全
部
並
び
に
字
庵
ノ
下
、
字
行
永
、
字
石

浦
、
字
尾
崎
、
字
鬼
塚
、
字
経
塚
、
字
小
佐
川
、
字
米
竹
、
字
坂
ノ
尻
、
字
瀬
戸
、
字
台
、
字
高
城
、

字
天
神
面
、
字
土
井
ノ
内
東
ノ
下
、
字
林
、
字
宮
ノ
下
、
字
山
ノ
下
、
字
ヨ
ノ
竹
及
び
字
東
照
軒
の
各

一
部
、
大
字
牧
字
馬
駈
場
、
字
大
セ
ム
ダ
、
字
中
ノ
原
及
び
字
新
山
の
全
部
並
び
に
字
大
久
保
、
字
奥

山
、
字
小
迫
、
字
小
士
井
、
字
台
良
、
字
田
ノ
平
、
字
中
納
、
字
野
口
、
字
松
栄
山
及
び
字
蛇
塚
の
各

一
部
、
大
字
皆
春
字
行
長
、
字
長
刀
及
び
字
石
浦
の
各
一
部
、
牧
上
町
の
一
部
、
仲
西
町
一
丁
目
の
一

部
、
東
原
一
丁
目
の
一
部
、
東
原
二
丁
目
の
一
部
、
森
町
西
一
丁
目
の
一
部
、
山
津
町
一
丁
目
の
一

部
、
山
津
町
二
丁
目
の
一
部
、
明
野
西
二
丁
目
の
一
部
、
大
字
津
守
字
後
ケ
迫
、
字
塔
ノ
平
及
び
字
守

岡
の
各
一
部
並
び
に
大
字
曲
字
亀
ケ
迫
、
字
平
、
字
ヒ
ナ
平
、
字
平
田
、
字
松
エ
ン
、
字
宮
ノ
前
及
び

字
森
岡
の
各
一
部
を
削
る
。

（
大
在
処
理
区
）

昭
和
五
十
三
年
大
分
県
告
示
第
百
三
十
二
号
、
昭
和
六
十
二
年
大
分
県
告
示
第
九
百
三
十
号
、
平
成

十
一
年
大
分
県
告
示
第
五
百
九
十
六
号
、
平
成
十
四
年
大
分
県
告
示
第
五
百
六
十
六
号
、
平
成
十
六
年

大
分
県
告
示
第
百
九
十
九
号
、
平
成
十
七
年
大
分
県
告
示
第
五
十
四
号
、
平
成
十
七
年
大
分
県
告
示
第

千
百
七
号
、
平
成
十
八
年
大
分
県
告
示
第
六
百
五
号
、
平
成
十
九
年
大
分
県
告
示
第
五
百
四
号
、
平
成

二
十
四
年
大
分
県
告
示
第
七
百
七
十
一
号
、
平
成
二
十
七
年
大
分
県
告
示
第
四
百
二
十
三
号
、
平
成
三

十
年
大
分
県
告
示
第
六
百
号
及
び
平
成
三
十
一
年
大
分
県
告
示
第
二
百
四
十
九
号
の
事
業
地
の
う
ち
、

大
字
城
原
字
泉
水
、
字
北
畑
、
字
熊
本
、
字
中
曽
根
、
字
中
原
、
字
熊
本
道
上
及
び
字
福
円
寺
の
各
一

部
、
大
字
竹
下
字
前
の
全
部
並
び
に
字
東
前
及
び
字
松
本
の
各
一
部
、
大
字
角
子
原
字
屋
宗
の
一
部
、

大
字
政
所
字
須
屋
坊
、
字
辻
、
字
宮
迫
及
び
字
岩
屋
の
各
一
部
、
大
字
横
田
字
辻
の
一
部
、
曙
台
四
丁

目
の
一
部
、
大
字
迫
字
丸
山
の
一
部
並
び
に
大
字
志
村
字
谷
ケ
迫
の
一
部
を
削
る
。

（
南
部
処
理
区
）

変
更
な
し

２

使
用
の
部
分

（
稙
田
処
理
区
）

変
更
な
し

（
中
央
処
理
区
）

変
更
な
し

（
東
部
処
理
区
）

変
更
な
し

大
分
県
報
（
告
示
）

令
和
四
年
五
月
六
日

二
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�

○
公

告

（
大
在
処
理
区
）

変
更
な
し

（
南
部
処
理
区
）

変
更
な
し

大
分
県
告
示
第
二
百
十
五
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
県
営
住
宅
及
び
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
の
家
賃
及
び
割
増
賃
料
並
び
に
駐
車
場
使
用
料
の
収
納
事
務
を

委
託
し
た
。

令
和
四
年
五
月
六
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

受
託
者
の
住
所
及
び
名
称

大
分
市
城
崎
町
二
丁
目
三
番
三
十
二
号

大
分
県
住
宅
供
給
公
社

理
事
長

山

本

修

司

二

委
託
期
間

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百

七
十
二
号
）
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
調
達
契
約
の
締
結
が
見
込
ま
れ
る
の
で
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
四
年
五
月
六
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

調
達
を
す
る
物
品
等
の
種
類

グ
ル
ー
プ
ウ
ェ
ア
利
用
に
係
る
リ
モ
ー
ト
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム

一
式

二

競
争
入
札
の
参
加
者
資
格

１

次
の
㈠
か
ら
㈥
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

㈠

競
争
入
札
に
係
る
契
約
を
締
結
す
る
能
力
を
有
し
な
い
者
（
被
補
助
人
、
被
保
佐
人
又
は
未
成
年

者
で
あ
っ
て
、
契
約
締
結
の
た
め
に
必
要
な
同
意
を
得
て
い
る
者
を
除
く
。
）
又
は
破
産
者
で
復
権

を
得
な
い
者

㈡

暴
力
団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十

七
号
）
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
暴
力
団
（
同
条
第
二

号
に
規
定
す
る
暴
力
団
を
い
う
。
）
若
し
く
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者

㈢

大
分
県
が
発
注
す
る
物
品
等
の
調
達
、
売
払
い
及
び
役
務
の
提
供
に
係
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る

者
に
必
要
な
資
格
（
令
和
二
年
大
分
県
告
示
第
三
百
二
十
六
号
。
以
下
「
告
示
」
と
い
う
。
）
第
九

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
と
さ
れ
、
定
め
ら
れ
た
期
間
を
経
過

し
て
い
な
い
者

㈣

営
業
に
関
し
、
許
可
、
認
可
等
を
必
要
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
を
得
て
い
な
い
者

㈤

国
税
又
は
都
道
府
県
税
を
滞
納
し
て
い
る
者

㈥

資
格
審
査
の
申
請
を
行
う
日
（
以
下
「
申
請
日
」
と
い
う
。
）
の
属
す
る
月
の
前
月
の
末
日
（
以

下
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
継
続
し
て
事
業
を
営
ん
で
い
る
期
間
が
二
年
未
満
で
あ
る
者

（
基
準
日
に
お
い
て
継
続
し
て
二
年
以
上
事
業
を
営
ん
で
い
た
者
か
ら
、
当
該
事
業
に
係
る
営
業
の

全
部
又
は
一
部
を
承
継
し
た
者
を
除
く
。
）

２

資
格
審
査
事
項
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈠

営
業
年
数
（
基
準
日
の
前
日
ま
で
の
営
業
年
数
を
い
う
。
）

㈡

営
業
実
績
（
申
請
日
の
直
前
の
決
算
期
か
ら
一
年
前
ま
で
の
間
の
事
業
年
度
（
当
該
事
業
年
度
の

決
算
が
申
請
日
ま
で
に
確
定
し
な
い
場
合
は
、
決
算
の
確
定
し
て
い
る
事
業
年
度
）
（
以
下
「
基
準

年
度
」
と
い
う
。
）
の
販
売
実
績
や
契
約
実
績
を
い
う
。
）

㈢

経
営
規
模

⑴

従
業
員
数
（
基
準
日
に
お
け
る
営
業
に
従
事
す
る
者
の
数
を
い
う
。
）

⑵

自
己
資
本
額
（
基
準
年
度
の
決
算
に
お
け
る
自
己
資
本
金
の
額
を
い
う
。
）

㈣

経
営
比
率
（
基
準
年
度
の
決
算
に
お
け
る
流
動
比
率
、
自
己
資
本
固
定
比
率
及
び
利
益
率
を
い

う
。
）

㈤

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項

三

入
札
を
希
望
す
る
者
の
資
格
審
査
申
請
の
方
法
等

１

申
請
の
方
法

競
争
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
で
入
札
を
希
望
す
る
者
は
、
県
の
所
定
の
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査

申
請
書
及
び
添
付
書
類
を
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

２

申
請
書
の
提
出
先
及
び
問
合
せ
先

大
分
県
会
計
管
理
局
用
度
管
財
課
物
品
調
達
班

〒
八
七
〇
―
八
五
〇
一

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

電
話

〇
九
七
―
五
〇
六
―
二
九
六
五

３

申
請
の
時
期

大
分
県
報
（
告
示
・
公
告
）

令
和
四
年
五
月
六
日

三
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令
和
四
年
五
月
六
日
（
金
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十
日
（
金
曜
日
）
ま
で
と
す
る
。
な
お
、
申
請
者
が

期
日
以
降
に
申
請
を
希
望
す
る
場
合
は
、
そ
の
後
も
随
時
に
受
け
付
け
る
が
、
入
札
に
間
に
合
わ
な
い

場
合
が
あ
る
。

四

入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間
及
び
当
該
期
間
の
更
新
手
続

１

有
効
期
間

入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間
は
、
資
格
を
取
得
し
た
日
か
ら
令
和
四
年
九
月
三
十
日
ま
で
と
す
る
。

２

更
新
手
続

令
和
四
年
十
月
一
日
以
後
、
入
札
参
加
資
格
を
得
よ
う
と
す
る
者
は
、
告
示
に
基
づ
く
入
札
参
加
資

格
の
審
査
の
申
請
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

五

競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
の
入
手
方
法

１

申
請
書
の
交
付
場
所

三
の
２
に
同
じ
。

２

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
入
手

大
分
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

h
ttp
s://w

w
w
.p
ref.o

ita.jp
/so
sh
iki/2

0
1
0
0
/sh
ikaku

2
0
2
0
.h
tm
l

六

入
札
参
加
資
格
の
取
消
し
等

１

入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
た
者
が
次
の
㈠
か
ら
㈣
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
、
そ
の
他
知

事
が
必
要
と
認
め
る
場
合
は
、
当
該
入
札
参
加
資
格
を
取
り
消
し
、
又
は
三
年
以
内
の
期
間
を
定
め
て

競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

㈠

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す

る
者
に
該
当
す
る
と
判
明
し
た
場
合

㈡

二
の
１
の
㈠
か
ら
㈤
ま
で
の
事
由
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
判
明
し
た
場
合

㈢

資
格
審
査
の
申
請
書
及
び
そ
の
添
付
書
類
に
故
意
に
虚
偽
の
事
実
を
記
載
し
た
こ
と
が
判
明
し
た

場
合

㈣

廃
業
等
の
届
出
又
は
入
札
参
加
を
希
望
し
て
い
る
業
種
等
の
全
て
を
取
り
下
げ
る
届
出
を
行
っ
た

場
合

２

１
に
よ
り
入
札
参
加
資
格
を
取
り
消
し
、
又
は
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
と
し
た
と
き
は
、

そ
の
旨
を
当
該
入
札
参
加
資
格
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百

七
十
二
号
）
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
調
達
契
約
の
締
結
が
見
込
ま
れ
る
の
で
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
四
年
五
月
六
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

調
達
を
す
る
特
定
役
務
の
種
類

県
立
学
校
・
市
町
村
立
学
校
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
閲
覧
に
係
る
仮
想
化
シ
ス
テ
ム
賃
貸
借
契
約
（
長
期
継

続
契
約
）

二

競
争
入
札
の
参
加
者
資
格

１

次
の
㈠
か
ら
㈥
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

㈠

競
争
入
札
に
係
る
契
約
を
締
結
す
る
能
力
を
有
し
な
い
者
（
被
補
助
人
、
被
保
佐
人
又
は
未
成
年

者
で
あ
っ
て
、
契
約
締
結
の
た
め
に
必
要
な
同
意
を
得
て
い
る
者
を
除
く
。
）
又
は
破
産
者
で
復
権

を
得
な
い
者

㈡

暴
力
団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十

七
号
）
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
暴

力
団
（
同
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
を
い
う
。
）
若
し
く
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係
を
有
す

る
者

㈢

大
分
県
が
発
注
す
る
物
品
等
の
調
達
、
売
払
い
及
び
役
務
の
提
供
に
係
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る

者
に
必
要
な
資
格
（
令
和
二
年
大
分
県
告
示
第
三
百
二
十
六
号
。
以
下
「
告
示
」
と
い
う
。
）
第
九

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
と
さ
れ
、
定
め
ら
れ
た
期
間
を
経
過

し
て
い
な
い
者

㈣

営
業
に
関
し
、
許
可
、
認
可
等
を
必
要
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
を
得
て
い
な
い
者

㈤

国
税
又
は
都
道
府
県
税
を
滞
納
し
て
い
る
者

㈥

資
格
審
査
の
申
請
を
行
う
日
（
以
下
「
申
請
日
」
と
い
う
。
）
の
属
す
る
月
の
前
月
の
末
日
（
以

下
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
継
続
し
て
事
業
を
営
ん
で
い
る
期
間
が
二
年
未
満
で
あ
る
者

（
基
準
日
に
お
い
て
継
続
し
て
二
年
以
上
事
業
を
営
ん
で
い
た
者
か
ら
、
当
該
事
業
に
係
る
営
業
の

全
部
又
は
一
部
を
継
承
し
た
者
を
除
く
。
）

２

資
格
審
査
事
項
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
基
準
日
（
申
請
書
を
提
出
す
る
月
の
初
日
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
及
び
基
準
年
度
（
基
準
日
の
属
す
る
年
度
の
直
前
の
事
業
年
度
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
の
決
算
時
の
実
績
に
お
い
て
、
知
事
が
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
審
査
し
、
入
札
参
加
資
格

が
あ
る
と
認
め
た
者
と
す
る
。

㈠

営
業
年
数
（
基
準
日
の
前
日
ま
で
の
営
業
年
数
を
い
う
。
）

㈡

営
業
実
績
（
申
請
日
の
直
前
の
決
算
期
か
ら
一
年
前
ま
で
の
間
の
事
業
年
度
（
当
該
事
業
年
度
の

決
算
が
申
請
日
ま
で
に
確
定
し
な
い
場
合
は
、
決
算
の
確
定
し
て
い
る
事
業
年
度
）
（
以
下
「
基
準

年
度
」
と
い
う
。
）
の
販
売
実
績
や
契
約
実
績
を
い
う
。
）

㈢

経
営
規
模

大
分
県
報
（
公
告
）

令
和
四
年
五
月
六
日

四
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⑴

従
業
員
数
（
基
準
日
に
お
け
る
営
業
に
従
事
す
る
者
の
数
を
い
う
。
）

⑵

自
己
資
本
額
（
基
準
年
度
の
決
算
に
お
け
る
自
己
資
本
金
の
額
を
い
う
。
）

㈣

経
営
比
率
（
基
準
年
度
の
決
算
に
お
け
る
流
動
比
率
、
自
己
資
本
固
定
比
率
及
び
利
益
率
を
い

う
。
）

㈤

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項

三

入
札
を
希
望
す
る
者
の
資
格
審
査
申
請
の
方
法
等

１

申
請
の
方
法

県
の
所
定
の
申
請
書
及
び
添
付
書
類
を
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

２

申
請
書
の
提
出
先
及
び
問
合
せ
先

大
分
県
会
計
管
理
局
用
度
管
財
課
物
品
調
達
班

〒
八
七
○
│
八
五
○
一

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

電
話

○
九
七
│
五
○
六
│
二
九
五
六

３

申
請
の
時
期

令
和
四
年
五
月
六
日
か
ら
令
和
四
年
五
月
二
十
日
ま
で
と
す
る
。
な
お
、
申
請
者
が
期
日
以
降
に
申

請
を
希
望
す
る
場
合
は
、
そ
の
後
も
随
時
に
受
け
付
け
る
が
、
入
札
に
間
に
合
わ
な
い
場
合
が
あ
る
。

四

入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間
及
び
当
該
期
間
の
更
新
手
続

１

有
効
期
間

入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間
は
、
資
格
を
取
得
し
た
日
か
ら
令
和
四
年
九
月
三
十
日
ま
で
と
す
る
。

２

更
新
手
続

令
和
四
年
十
月
一
日
以
後
、
入
札
参
加
資
格
を
得
よ
う
と
す
る
者
は
、
告
示
に
基
づ
く
入
札
参
加
資

格
の
申
請
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

五

競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
の
入
手
方
法

１

申
請
書
の
交
付
場
所

三
の
２
に
同
じ
。

２

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
入
手

大
分
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

h
ttp
s://w

w
w
.p
ref.o

ita.jp
/so
sh
iki/2

0
1
0
0
/sh
ikaku

2
0
2
0
.h
tm
l

六

入
札
参
加
資
格
の
取
消
し
等

１

入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
た
者
が
次
の
㈠
か
ら
㈣
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
そ
の
他
知
事

が
必
要
と
認
め
る
場
合
は
、
当
該
入
札
参
加
資
格
を
取
り
消
し
、
又
は
三
年
以
内
の
期
間
を
定
め
て
競

争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
が
あ
る
。

㈠

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す

る
者
に
該
当
す
る
と
判
明
し
た
場
合

㈡

二
の
１
の
㈠
か
ら
㈤
ま
で
の
事
由
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
判
明
し
た
場
合

㈢

資
格
審
査
の
申
請
書
及
び
そ
の
添
付
書
類
に
故
意
に
虚
偽
の
事
実
を
記
載
し
た
こ
と
が
判
明
し
た

場
合

㈣

廃
業
等
の
届
出
又
は
入
札
参
加
を
希
望
し
て
い
る
業
種
等
の
全
て
を
取
り
下
げ
る
届
出
を
行
っ
た

場
合

２

１
に
よ
り
入
札
参
加
資
格
を
取
り
消
し
、
又
は
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
と
し
た
と
き
は
、

そ
の
旨
を
当
該
入
札
参
加
資
格
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
の
で
公
告
す
る
。

令
和
４
年
５
月
６
日

大
分
県
知
事

広
瀬

勝
貞

１
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

⑴
借
入
物
品
及
び
予
定
数
量

グ
ル
ー
プ
ウ
ェ
ア
利
用
に
係
る
リ
モ
ー
ト
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
一
式

⑵
納
入
場
所

入
札
説
明
書
に
よ
る
。

⑶
借
入
期
間

令
和
４
年
８
月
１
日
か
ら
令
和
９
年
７
月
３１日

ま
で
（
６０か

月
）

（
地
方
自
治
法
（
昭
和
２２年

法
律
第
６７号

）
第
２３４条

の
３
に
規
定
す
る
長
期
継
続
契
約
）

２
競
争
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る
事
項

⑴
大
分
県
が
発
注
す
る
物
品
等
の
調
達
、
売
払
い
及
び
役
務
の
提
供
に
係
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者

に
必
要
な
資
格
を
取
得
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

⑵
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２２年

政
令
第
１６号

）
第
１６７条

の
４
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る

こ
と
。

⑶
自
己
又
は
自
己
の
役
員
等
が
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
及
び
次
に
掲
げ
る
者

が
、
そ
の
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
な
い
こ
と
。

ア
暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
７７号

）

第
２
条
第
２
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

イ
暴
力
団
員
（
同
法
第
２
条
第
６
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

ウ
暴
力
団
員
が
役
員
と
な
っ
て
い
る
事
業
者

エ
暴
力
団
員
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
そ
の
者
を
雇
用
し
、
又
は
使
用
し
て
い
る
者

オ
暴
力
団
員
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
そ
の
者
と
下
請
契
約
又
は
資
材
、
原
材
料
の
購
入
契
約

令
和
四
年
五
月
六
日

大
分
県
報
（
公
告
）

五



等
を
締
結
し
て
い
る
者

カ
暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
に
経
済
上
の
利
益
や
便
宜
を
供
与
し
て
い
る
者

キ
役
員
等
が
暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
と
社
会
通
念
上
ふ
さ
わ
し
く
な
い
交
際
を
有
す
る
な
ど
社
会
的

に
非
難
さ
れ
る
関
係
を
有
し
て
い
る
者

ク
暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
こ
れ
ら
を
利
用
し
て
い
る
者

な
お
、
資
格
要
件
確
認
の
た
め
、
大
分
県
警
察
本
部
に
照
会
す
る
場
合
が
あ
る
。

３
契
約
条
項
を
示
す
場
所
及
び
日
時

⑴
場
所

大
分
県
総
務
部
電
子
自
治
体
推
進
室
基
盤
シ
ス
テ
ム
管
理
班
（
本
館
２
階
）

〒
８７０－

８５０１
大
分
市
大
手
町
３
丁
目
１
番
１
号

電
話

０９７‐
５０６‐

２０７４

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
a1
1
1
7
0
@
p
ref.o

ita.lg.jp

⑵
日
時

令
和
４
年
５
月
６
日
（
金
）
か
ら
同
年
６
月
８
日
（
水
）
ま
で
（
日
曜
日
及
び
土
曜
日
を
除
く
。
）

の
午
前
９
時
００分

か
ら
午
後
５
時
００分

ま
で

４
入
札
説
明
書
の
閲
覧
場
所
及
び
日
時

上
記
３
に
同
じ
。

５
入
札
書
及
び
契
約
の
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

⑴
使
用
言
語
日
本
語

⑵
通

貨
日
本
国
通
貨

６
入
札
及
び
開
札
の
場
所
及
び
日
時
等

⑴
開
札
場
所
大
分
市
大
手
町
３
丁
目
１
番
１
号

大
分
県
庁
舎
本
館
４
階

４１会
議
室

⑵
日

時
令
和
４
年
６
月
１６日

（
木
）
午
前
１０時

００分

⑶
再
度
入
札
開
札
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
落
札
者
が
い
な
い
と
き
は
、
地
方
自
治
法
施
行
令
第
１６７

条
の
８
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
再
度
の
入
札
を
行
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
再
度
の
入
札
は
、
入
札

者
又
は
そ
の
代
理
人
の
全
て
が
立
ち
会
っ
て
い
る
場
合
は
、
直
ち
に
そ
の
場
で
行
う
も
の
と
す
る
。

７
入
札
保
証
金
に
関
す
る
事
項

免
除
と
す
る
。

８
契
約
保
証
金
に
関
す
る
事
項

契
約
金
額
の
１００分

の
１０以

上
の
契
約
保
証
金
を
納
付
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
次
の
場
合
は
、
契
約
保

証
金
の
全
部
又
は
一
部
の
納
付
が
免
除
さ
れ
る
。

⑴
保
険
会
社
と
の
間
に
県
を
被
保
険
者
と
す
る
履
行
保
証
保
険
契
約
を
締
結
し
た
と
き
。

⑵
過
去
２
年
間
に
国
又
は
都
道
府
県
と
種
類
及
び
規
模
を
ほ
ぼ
同
じ
く
す
る
契
約
を
数
回
以
上
に
わ

た
っ
て
締
結
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
を
全
て
誠
実
に
履
行
し
、
か
つ
、
将
来
契
約
を
履
行
し
な
い
こ

と
と
な
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

９
入
札
の
無
効

大
分
県
契
約
事
務
規
則
（
昭
和
３９年

大
分
県
規
則
第
２２号

）
第
２７条

に
規
定
す
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に

掲
げ
る
事
項
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
入
札
は
無
効
と
す
る
。
な
お
、
無
効
入
札
を
し
た
者
は
、
再
度
入

札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
が
あ
る
。

⑴
金
額
の
記
載
が
な
い
も
の

⑵
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違
反
し
た
も
の

⑶
入
札
書
が
所
定
の
場
所
及
び
日
時
に
到
達
し
な
い
と
き
。

⑷
入
札
書
に
入
札
者
又
は
そ
の
代
理
人
の
記
名
が
な
く
、
入
札
者
が
判
明
で
き
な
い
と
き
。

１０
落
札
者
の
決
定
の
方
法

⑴
有
効
な
入
札
書
を
提
出
し
た
者
で
、
予
定
価
格
の
範
囲
内
で
最
低
価
格
を
も
っ
て
入
札
を
行
っ
た
者

を
落
札
者
と
す
る
。

⑵
落
札
と
な
る
べ
き
同
価
の
入
札
を
し
た
者
が
２
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
、
当
該
入
札
者
に
く

じ
を
引
か
せ
て
落
札
者
を
決
定
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
入
札
者
の
う
ち
く
じ
を
引
か
な
い

者
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
入
札
事
務
に
関
係
の
な
い
職
員
に
く
じ
を
引
か
せ
る
も
の
と
す
る
。

⑶
落
札
し
な
い
場
合
は
、
再
度
入
札
を
２
回
ま
で
行
う
。

⑷
３
回
の
入
札
で
落
札
者
が
い
な
い
場
合
、
地
方
自
治
法
施
行
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
随
意
契
約
に
移

行
す
る
。

１１
最
低
制
限
価
格
に
関
す
る
事
項

設
定
し
な
い
。

１２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称

大
分
県
総
務
部
電
子
自
治
体
推
進
室
基
盤
シ
ス
テ
ム
管
理
班
（
県
庁
舎
本
館
２
階
）

〒
８７０－

８５０１
大
分
市
大
手
町
３
丁
目
１
番
１
号

電
話

０９７－
５０６－

２０７４

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
a1
1
1
7
0
@
p
ref.o

ita.lg.jp

１３
そ
の
他

⑴
こ
の
調
達
は
、
世
界
貿
易
機
関
（
Ｗ
Ｔ
Ｏ
）
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け

る
。

⑵
そ
の
他
、
詳
細
は
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

１４
S
u
m
m
ary

令
和
四
年
五
月
六
日

大
分
県
報
（
公
告
）

六
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毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
三
百
三
号
）
第
八
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
を
実
施
す
る
。

令
和
四
年
五
月
六
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

試
験
の
日
時

令
和
四
年
八
月
二
日
（
火
曜
日
）
午
前
十
時
か
ら

二

試
験
の
場
所

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

大
分
県
庁
舎
本
館
二
階
正
庁
ホ
ー
ル

大
分
県
庁
舎
新
館
十
四
階
大
会
議
室

大
分
市
豊
饒
二
丁
目
十
一
番
三
号

公
益
社
団
法
人
大
分
県
薬
剤
師
会

注

今
後
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
の
状
況
や
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
外
出
自
粛
要
請
等

の
状
況
に
よ
っ
て
は
、
試
験
の
延
期
や
会
場
の
変
更
な
ど
緊
急
連
絡
事
項
を
お
知
ら
せ
す
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
大
分
県
福
祉
保
健
部
薬
務
室
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
令
和
四
年
度
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
に
つ
い
て
」
に
掲
載
し
ま
す
の
で
、
適
宜
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。

三

試
験
の
種
類

１

一
般
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験

２

農
業
用
品
目
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験

３

特
定
品
目
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験

四

試
験
科
目

１

筆
記
試
験

㈠

毒
物
及
び
劇
物
に
関
す
る
法
規

㈡

基
礎
化
学

㈢

毒
物
及
び
劇
物
（
農
業
用
品
目
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
に
あ
っ
て
は
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行

規
則
（
昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第
四
号
）
別
表
第
一
に
掲
げ
る
毒
物
及
び
劇
物
、
特
定
品
目
毒
物

劇
物
取
扱
者
試
験
に
あ
っ
て
は
同
規
則
別
表
第
二
に
掲
げ
る
劇
物
に
限
る
。
２
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
性
質
及
び
貯
蔵
そ
の
他
取
扱
方
法

２

実
地
試
験

毒
物
及
び
劇
物
の
識
別
及
び
取
扱
方
法

五

提
出
書
類

１

受
験
願
書
（
大
分
県
福
祉
保
健
部
薬
務
室
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
。
ま
た
、

大
分
県
福
祉
保
健
部
薬
務
室
及
び
各
保
健
所
（
保
健
部
）
で
も
配
布
す
る
。
）

正
副
各
一
通

２

履
歴
書

一
通

３

戸
籍
抄
本

一
通

４

写
真
（
左
記
の
条
件
を
満
た
す
も
の
）

一
枚

㈠

受
験
願
書
提
出
前
六
箇
月
以
内
に
撮
影
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈡

正
面
、
上
半
身
、
無
帽
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈢

縦
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
三
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈣

裏
面
に
氏
名
及
び
生
年
月
日
を
記
入
す
る
こ
と
。

六

書
類
の
提
出
先

１

県
内
居
住
者
（
郵
便
に
よ
る
申
込
み
は
、
受
け
付
け
な
い
。
）

住
居
、
勤
務
地
等
を
所
管
す
る
保
健
所
（
保
健
部
）

２

県
外
居
住
者
（
郵
便
に
よ
る
申
込
み
も
受
け
付
け
る
。
）

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号
（
郵
便
番
号

八
七
○
―
八
五
〇
一
）

大
分
県
福
祉
保
健
部
薬
務
室

七

受
付
期
間
及
び
受
付
時
間

１

受
付
期
間

令
和
四
年
五
月
三
十
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
年
六
月
十
日
（
金
曜
日
）
ま
で
（
日
曜
日
及
び
土
曜
日

を
除
く
。
）
。
た
だ
し
、
郵
便
に
よ
る
申
込
み
は
、
同
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
に
限
り
受
け
付
け

る
。

２

受
付
時
間

令
和
四
年
五
月
六
日

大
分
県
報
（
公
告
）

七
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午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

八

受
験
手
数
料

一
万
五
百
円
（
受
験
願
書
提
出
の
際
納
入
す
る
こ
と
。
）

九

そ
の
他

１

そ
の
他
詳
細
に
つ
い
て
は
、
最
寄
り
の
保
健
所
（
保
健
部
）
又
は
大
分
県
福
祉
保
健
部
薬
務
室
に
問

い
合
わ
せ
る
こ
と
。

２

応
用
化
学
に
関
す
る
学
課
修
了
者
に
つ
い
て
は
、
既
に
資
格
取
得
要
件
を
満
た
し
て
い
る
場
合
が
あ

る
の
で
、
最
寄
り
の
保
健
所
（
保
健
部
）
又
は
大
分
県
福
祉
保
健
部
薬
務
室
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

次
の
と
お
り
総
合
評
価
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
の
で
公
告
す
る
。

令
和
４
年
５
月
６
日

大
分
県
知
事

広
瀬

勝
貞

１
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

⑴
調
達
す
る
特
定
役
務
の
種
類

県
立
学
校
・
市
町
村
立
学
校
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
閲
覧
に
係
る
仮
想
化
シ
ス
テ
ム
賃
貸
借
契
約
（
長
期

継
続
契
約
）

⑵
契
約
期
間

令
和
５
年
３
月
１
日
か
ら
令
和
１０年

２
月
２９日

ま
で

⑶
調
達
内
容

別
途
配
布
す
る
「
県
立
学
校
・
市
町
村
立
学
校
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
閲
覧
に
係
る
仮
想
化
シ
ス
テ
ム
賃

貸
借
契
約
仕
様
書
」
の
と
お
り

⑷
納
入
場
所

大
分
県
が
指
定
す
る
場
所

２
競
争
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る
事
項

こ
の
調
達
に
つ
い
て
は
、
⑴
か
ら
⑻
ま
で
に
掲
げ
る
要
件
を
全
て
満
た
し
て
い
る
も
の
に
限
り
入
札
参

加
を
認
め
る
。

⑴
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２２年

政
令
第
１６号

）
第
１６７条

の
４
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る

こ
と
。

⑵
大
分
県
が
発
注
す
る
物
品
等
の
調
達
、
売
払
い
及
び
役
務
の
提
供
に
係
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者

に
必
要
な
資
格
（
令
和
２
年
大
分
県
告
示
第
３２６号

）
の
う
ち
、
リ
ー
ス
・
レ
ン
タ
ル
業
と
し
て
の
業

務
の
登
録
を
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑶
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ポ
リ
シ
ー
を
定
め
て
従
業
員
へ
遵
守
さ
せ
て
い
る
こ
と
。

⑷
官
公
庁
や
地
方
公
共
団
体
と
の
契
約
実
績
が
あ
り
、
か
つ
、
そ
れ
を
証
明
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

⑸
こ
の
調
達
に
係
る
営
業
に
関
し
、
許
可
、
認
可
等
を
必
要
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
を
得
て
い

る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑹
公
示
の
日
以
降
開
札
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
大
分
県
が
発
注
す
る
物
品
等
の
調
達
、
売
払
い
及
び
役

務
の
提
供
に
係
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
を
有
し
て
い
る
者
に
対
す
る
指
名
停
止
の

措
置
を
受
け
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

⑺
自
己
又
は
自
己
の
役
員
等
が
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
及
び
次
の
各
号
に
掲

げ
る
者
が
、
そ
の
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
な
い
こ
と
。
な
お
、
資
格
要
件
確
認
の
た
め
、
大
分

県
警
察
本
部
に
確
認
す
る
場
合
が
あ
る
。

ア
暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
７７号

）

第
２
条
第
２
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

イ
暴
力
団
員
（
同
法
第
２
条
第
６
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

ウ
暴
力
団
員
が
役
員
と
な
っ
て
い
る
事
業
者

エ
暴
力
団
員
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
そ
の
者
を
雇
用
・
使
用
し
て
い
る
者

オ
暴
力
団
員
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
そ
の
者
と
下
請
契
約
又
は
資
材
若
し
く
は
原
材
料
の
購

入
契
約
等
を
締
結
し
て
い
る
者

カ
暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
に
経
済
上
の
利
益
や
便
宜
を
供
与
し
て
い
る
者

キ
暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
と
社
会
通
念
上
ふ
さ
わ
し
く
な
い
交
際
を
有
す
る
な
ど
社
会
的
に
非
難
さ

れ
る
関
係
を
有
し
て
い
る
者

ク
暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
こ
れ
ら
を
利
用
し
て
い
る
者

⑻
共
同
企
業
体
に
よ
る
場
合
は
、
以
下
の
要
件
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ア
共
同
企
業
体
協
定
書
を
締
結
し
て
い
る
こ
と
。
な
お
、
共
同
企
業
体
は
、
自
主
結
成
と
す
る
。

イ
共
同
企
業
体
の
各
構
成
員
は
、
単
独
又
は
他
の
共
同
企
業
体
の
構
成
員
で
本
件
入
札
に
参
加
し
て

い
な
い
こ
と
。

３
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
を
有
す
る
か
ど
う
か
の
審
査
を
申
請
す
る
時
期
及
び
場
所

⑴
申
請
の
時
期

令
和
４
年
５
月
６
日
（
金
）
か
ら
同
月
２０日

（
金
）
ま
で
（
日
曜
日
及
び
土
曜
日
を
除
く
。
）
の
午

前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
。
な
お
、
申
請
者
が
期
日
以
降
に
申
請
を
希
望
す
る
場
合
は
、
そ
の
後
も

随
時
に
受
け
付
け
る
が
、
入
札
に
間
に
合
わ
な
い
場
合
が
あ
る
。

⑵
申
請
書
類
の
入
手
場
所
及
び
提
出
先

大
分
県
会
計
管
理
局
用
度
管
財
課
物
品
調
達
班

〒
８７０－

８５０１
大
分
市
大
手
町
３
丁
目
１
番
１
号

令
和
四
年
五
月
六
日

大
分
県
報
（
公
告
）
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電
話

０９７－
５０６－

２９５６

大
分
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
h
ttp
s://w

w
w
.p
ref.o

ita.jp
/so
sh
iki/2

0
1
0
0
/sh
ikaku

2
0
2
0
.h
tm
l

４
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称

大
分
県
教
育
庁
教
育
デ
ジ
タ
ル
改
革
室

〒
８７０－

８５０３
大
分
市
府
内
町
３
丁
目
１０番

１
号
大
分
県
庁
舎
別
館
７
階

電
話

０９７－
５０６－

５４４１

F
A
X

０９７－
５０６－

１８３１

M
A
IL

a3
1
0
7
0
@
p
ref.o

ita.lg.jp

５
契
約
条
項
を
示
す
場
所
及
び
日
時

⑴
場
所

４
に
同
じ

⑵
日
時

令
和
４
年
５
月
６
日
（
金
）
か
ら
同
年
６
月
１５日

（
水
）
ま
で
（
日
曜
日
及
び
土
曜
日
を
除
く
。
）

の
午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
５
時
１５分

ま
で

６
入
札
説
明
書
の
交
付

４
に
掲
げ
る
部
局
に
対
し
、
メ
ー
ル
に
て
申
込
を
行
っ
た
者
に
対
し
て
メ
ー
ル
に
て
交
付
す
る
。

７
入
札
参
加
条
件

入
札
説
明
書
に
規
定
す
る
参
加
資
格
証
明
書
兼
誓
約
書
等
を
令
和
４
年
６
月
３
日
（
金
）
ま
で
に
４
に

掲
げ
る
部
局
に
提
出
し
、
確
認
を
受
け
る
こ
と
。

８
入
札
及
び
契
約
の
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

⑴
使
用
言
語
日
本
語

⑵
通

貨
日
本
国
通
貨

９
入
札
書
の
提
出
場
所
及
び
提
出
期
限

⑴
提
出
場
所
大
分
県
庁
舎
別
館
７
階
教
育
庁
教
育
デ
ジ
タ
ル
改
革
室

〒
８７０－

８５０３
大
分
市
府
内
町
３
丁
目
１０番

１
号

⑵
提
出
期
限
令
和
４
年
６
月
１６日

（
木
）
９
時
５５分

た
だ
し
、
郵
送
の
場
合
は
令
和
４
年
６
月
１５日

（
水
）
午
後
５
時
必
着
で
４
の
部
局
ま

で
提
出
す
る
こ
と
。

１０
開
札
の
場
所
及
び
日
時
等

⑴
開
札
場
所
大
分
県
庁
舎
本
館
５
階

５１会
議
室

〒
８７０－

８５０１
大
分
市
大
手
町
３
丁
目
１
番
１
号

⑵
日

時
令
和
４
年
６
月
１６日

（
木
）
１０時

００分

⑶
再
度
入
札
開
札
し
た
場
合
に
お
い
て
、
落
札
者
が
い
な
い
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
場
所
で
再
度
入

札
を
行
う
。
た
だ
し
、
郵
送
に
よ
る
入
札
を
含
む
場
合
は
別
に
定
め
る
場
所
及
び
日
時
に

行
う
も
の
と
す
る
。

１１
入
札
保
証
金
に
関
す
る
事
項

免
除
と
す
る
。

１２
契
約
保
証
金
に
関
す
る
事
項

契
約
金
額
の
１００分

の
１０以

上
の
契
約
保
証
金
を
納
付
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
次
の
場
合
は
、
契
約
保

証
金
の
全
部
又
は
一
部
の
納
付
が
免
除
さ
れ
る
。

⑴
保
険
会
社
と
の
間
に
県
を
被
保
険
者
と
す
る
履
行
保
証
保
険
契
約
を
締
結
し
た
と
き
。

⑵
過
去
２
年
間
に
国
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
１１年

法
律
第
１０３号

）
第
２
条
第
１
項
に
規
定

す
る
独
立
行
政
法
人
及
び
国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
１５年

法
律
第
１１２号

）
第
２
条
第
１
項
に
規
定
す

る
国
立
大
学
法
人
を
含
む
。
）
又
は
地
方
公
共
団
体
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
１５年

法
律
第
１１８

号
）
第
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
地
方
独
立
行
政
法
人
を
含
む
。
）
と
種
類
及
び
規
模
を
ほ
ぼ
同
じ
く

す
る
契
約
を
数
回
以
上
に
わ
た
っ
て
締
結
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
を
全
て
誠
実
に
履
行
し
た
こ
と
を

証
す
る
書
面
を
提
出
し
た
と
き
（
そ
の
者
が
、
将
来
契
約
を
履
行
し
な
い
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
な
い

と
認
め
ら
れ
る
と
き
に
限
る
。
）
。

１３
入
札
の
無
効

大
分
県
契
約
事
務
規
則
第
２７条

に
規
定
す
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
入
札
は
無
効
と
す
る
。

な
お
、
無
効
入
札
を
し
た
者
は
、
再
度
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
が
あ
る
。

⑴
金
額
の
記
載
が
な
い
も
の

⑵
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違
反
し
た
も
の

⑶
入
札
書
が
所
定
の
場
所
及
び
日
時
に
到
達
し
な
い
と
き
。

⑷
入
札
書
に
入
札
者
又
は
そ
の
代
理
人
の
記
名
が
な
く
、
入
札
者
が
判
明
で
き
な
い
と
き
。

１４
再
入
札

開
札
の
結
果
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
が
い
な
い
と

き
は
、
速
や
か
に
別
に
定
め
る
日
時
に
お
い
て
再
入
札
を
行
う
。

１５
最
低
制
限
価
格
に
関
す
る
事
項

設
定
し
な
い
。

１６
落
札
者
の
決
定
の
方
法

入
札
説
明
書
別
添
「
落
札
者
決
定
基
準
」
の
と
お
り
と
す
る
。

１７
そ
の
他

令
和
四
年
五
月
六
日

大
分
県
報
（
公
告
）
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⑴
こ
の
調
達
は
、
世
界
貿
易
機
関
（
Ｗ
Ｔ
Ｏ
）
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け

る
。

⑵
こ
の
入
札
に
係
る
契
約
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
２２年

法
律
第
６７号

）
第
２３４条

の
３
に
規
定
す
る

長
期
継
続
契
約
と
す
る
。
こ
の
契
約
を
締
結
し
た
翌
年
度
以
降
に
お
い
て
、
当
該
契
約
に
係
る
歳
入
歳

出
予
算
の
削
減
又
は
削
除
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
こ
の
契
約
を
解
除
す
る
。

⑶
そ
の
他
の
詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

１８
S
u
m
m
ary

⑴
T
h
e
n
am
e
o
fco
n
tractm

atter

P
refectu

ralsch
o
o
l/
m
u
n
icip
alsch

o
o
lV
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alizatio

n
system

lease
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n
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r
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etb
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w
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g
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